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問

応
募
の
方
法

① 郵便番号・住所

② 氏名（フリガナ）

③ 電話番号
　（通常連絡のとれるもの）

④ 年齢、性別、職業

⑤ メールアドレス（任意）

⑥ 応募の動機

⑦ モニター会議参加希望
　 の有無

⑧ 募集を何で知りましたか

   （例）広報誌を見て

東
北
総
合
通
信
局
　

　 

電
気
通
信
事
業
課
　  

行

　   

「
モ
ニ
タ
ー
希
望
」

仙
台
市
青
葉
区

　
　
　
　
本
町
3
―

2
―

23

9 8 0－8 7 9 5 は
が
き
表
面

は
が
き
裏
面  

又
は  

フ
ァ
ッ
ク
ス
用
紙

（
①
〜
⑧
ま
で
漏
れ
な
く
記
載
し
て
下
さ
い
。）

裁判員制度

評議では、必ず意見を
言わなければいけませんか?

　法律上、裁判員は、事件について裁判官と一緒に議
論(評議)する際に意見を述べなけれぼならないとされ
ています。評議において一つの結論を出すためには、
そのメンバーである裁判員と裁判官が、それぞれの意
見を述べることが不可欠だからです。もっとも、評議
においては、すべての問題点について一度にまとまっ
た意見を述べなければならないわけではなく、自由に

自分の気付いたところから意見を述べていただいて議
論に参加していただければよいのです。もちろん、意
見を変えることも自由です。裁判長も、必要な法令に
関する説明を丁寧に行い、分かりやすく評議を整理し、
裁判員が発言する機会を十分に確保するなどして、裁
判員の方が自分の意見を十分に言えるように配慮し
ます。

ご自身が気づいたことを発言してください。
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